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議案第３２号  

 

藤沢市消防団に関する条例及び藤沢市消防団員の退職報償金に関する

条例の一部改正について 

 藤沢市消防団に関する条例及び藤沢市消防団員の退職報償金に関する条例の一部

を次のように改正する。 

２０２４年（令和６年）９月２日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市消防団に関する条例及び藤沢市消防団員の退職報償金に関する

条例の一部を改正する条例 

（藤沢市消防団に関する条例の一部改正） 

第１条 藤沢市消防団に関する条例（昭和３５年藤沢市条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

第１９条中「市長が」を「規則で」に改め、同条を第２０条とする。 

第１８条を第１９条とし、第１７条を第１８条とし、第１６条を第１７条とす

る。 

第１５条第１項中「消防団員」の次に「（機能別消防団員にあつては規則で定

めるものに限る。以下この条において同じ。）」を加え、同条第５項中「第９条、

第１０条、第１１条」を「第１０条から第１２条まで」に改め、同条第６項中

「基本報酬」を「年額報酬」に、「第１２条後段」を「第１３条第２項」に改め、

同条を第１６条とする。 

第１４条第１項中「消防団員」を「基本団員」に改め、同条を第１５条とする。 

第１３条を第１４条とする。 

第１２条の見出し中「基本報酬」を「年額報酬」に改め、同条第１項中「基本

報酬」を「年額報酬」に改め、同条第２項中「基本報酬は」を「年額報酬は」に、

「基本報酬額」を「年額報酬額」に、「基本報酬月割額」を「年額報酬月割額」
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に改め、同条を第１３条とする。 

第１１条を第１２条とする。 

第１０条中「訓練」の次に「、研修、行事」を加え、同条を第１１条とする。 

第９条の見出し中「基本報酬」を「年額報酬」に改め、同条中「消防団員」の

次に「（機能別消防団員にあつては、規則で定めるものに限る。第１３条第２項

において同じ。）」を加え、「基本報酬」を「年額報酬」に改め、同条を第１０

条とする。 

第８条を第９条とし、第７条を第８条とし、第６条の次に次の１条を加える。 

（任命の方法） 

第７条  団長以外の基本団員の任命は、基本団員からの推薦に基づき行うもの

とする。 

２ 機能別消防団員の任命は、副団長からの推薦に基づき行うものとする。 

第６条を削る。 

第５条の見出し中「団長及び副団長」を「団長等」に改め、同条中「及び副団

長」を「、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長」に、「消防団員」を「基

本団員」に改め、同条を第６条とする。 

第４条第１項に次の１号を加える。 

(3) 機能別消防団員にあつては、従事する特定の活動に必要な知識及び経験を

有すると認められる者であること。 

第４条を第５条とし、第３条の次に次の１条を加える。 

（消防団員の種類） 

第４条 消防団員の種類は、基本団員及び機能別消防団員とする。 

２ 基本団員は、機能別消防団員以外の消防団員とする。 

３ 機能別消防団員は、消防団活動のうち、特定の活動であって規則で定めるも

のに従事する消防団員とする。 

４ 機能別消防団員の任期は、２年とする。ただし、再任することができる。 

別表第１中「（第９条関係）」を「（第１０条関係）」に改める。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第１１条関係） 
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区分 支給単位 金額 
訓練、研修、行事
等に出動した場合 

規則で定める機能別消防団員 １日 ４,０００円 
その他の者 １時間 １,４００円 

水火災その他の災害に出動した場合 １時間 １,７００円 

第２条 藤沢市消防団に関する条例の一部を次のように改正する。 

第５条第２項第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

（藤沢市消防団員の退職報償金に関する条例の一部改正） 

第３条 藤沢市消防団員の退職報償金に関する条例（昭和３９年藤沢市条例第６号）

の一部を次のように改正する。 

第２条中「消防団員」の次に「（藤沢市消防団に関する条例（昭和３５年藤沢

市条例第２号）第４条第３項に規定する機能別消防団員にあつては、規則で定め

るものに限る。 以下同じ。）」を加え、「場合には、その者に、死亡による退

職の場合にはその遺族」を「場合において、その者（死亡による退職の場合には

その遺族）」に改める。 

第６条第１号中「禁こ」を「拘禁刑」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年１月１日から施行する。ただし、第２条の規定及び第３条

中藤沢市消防団員の退職報償金に関する条例第６条の改正規定は、令和７年６月１

日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは、有事における災害対応力を強化するため、減少傾向に

ある消防団員数の確保に向け、あらかじめ定めた特定の活動にのみ参加する機能別

消防団員を拡充させることに伴う所要の改正をし、及び刑法の一部が改正されたこ

とにより、懲役及び禁錮が廃止され、これらに代えて拘禁刑が創設されることに伴

う規定の整備をする必要による。 


